
​第12回浦和美園まつり＆花火大会　出店要領​

​1​ ​イベント名称​
​第12回浦和美園まつり＆花火大会​

​2​ ​イベント日時、場所​
​日時：令和8年10月18日（日）10時00分から17時30分ころまで​
​　　　※設営・準備の時間を含まない​
​　　　※荒天時の花火大会順延はしない​
​場所：浦和美園歩行者専用道路​

​3​ ​出店資格​
​●​ ​10万円以上の協賛者​
​※1口(10万円)につき、間口5mの出店スペースを用意​

​4​ ​提出書類​
​(1)​ ​全ての出店者​

​●​ ​別​​紙​​「第​​12​​回​ ​浦​​和​​美​​園​​ま​​つ​​り​​＆​​花​​火​​大​​会​ ​出​​店​​計​​画​​書」​​を​​令​​和​​8​​年​​8​​月​​21​​日​​（金）​​ま​
​でに提出してください。​

​(2)​ ​飲食出店者​
​　出店形態に応じて以下の書類（写し）を、「出店計画書」とあわせて、全て提出してく​
​ださい。なお、許可の取得等に係る費用は、全て出店者の負担となります。​

​【営業許可書】​
​●​ ​キッチンカー出店​

​※さいたま市域が有効なもの​
​●​ ​テント出店​

​※1テントにつき1枚の許可書が必要（間口5mの範囲内にテント2張まで可）​
​※販売品目制限のあるもの（〇〇に限ると記載がある、いわゆるテント出店に必要​

​な許可書）​
​※さいたま市域が含まれるもの​

​【営業届】​
​●​ ​会場住所「さいたま市緑区南部領辻字円城寺4100-3」が、営業場所として記載され​

​ているもの。​
​【損害賠償責任保険（PL保険）】​

​●​ ​出店日が有効期限内であり、補償内容の詳細が確認できるもの。​

​5​ ​注意事項​
​(1)​ ​搬入搬出​

​●​ ​搬入及び設営時間は、8時30分から10時とします。​
​●​ ​搬入搬出の際に使用する車両には、必ず主催者が発行する「出店車両許可証」をフ​

​ロントガラスから見える場所に掲示してください。​
​※「出店車両許可書」が無い車両は、会場に進入できません。​

​●​ ​「出店車両許可証」は、１部発行するので、複数枚必要な場合は、各出店者でコ​
​ピーして使用してください。​

​●​ ​搬入搬出時間を遵守し、通行の際は、歩行者に十分注意してください。​
​●​ ​搬入搬出で使用する車は、出店場所範囲内に駐車してください。​
​●​ ​搬出時間は、15時から15時20分までの間と、花火打上げ終了後から19時までです。​

​※時間厳守で搬出してください。​
​※15時から15時20分の間に搬出する出店者は、出入口に近い出店場所とし、搬出の​
​際は、搬出車両の前後を警備員等が誘導する。​

​(2)​ ​出店設備​
​●​ ​出店場所には、電気設備、給排水設備はありません。各出店者が用意してくださ​

​い。​
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​●​ ​出店に必要な設備、器具などの費用は、全て出店者の負担で用意してください。​
​●​ ​テントを使用する場合は、突風などで飛ばされないよう必ず重りをつけてくださ​

​い。​
​(3)​ ​出店場所​

​●​ ​指定された場所で必ず出店してください。点字ブロックの上での出店及び点字ブ​
​ロックに看板や荷物などを置かないよう遵守してください。​

​●​ ​飲食販売を行う出店者は、出店場所のアスファルトを養生し、油汚れなどを残さな​
​いよう徹底してください。​

​(4)​ ​飲食物販売​
​●​ ​飲食出店者は、各自の形態に応じた営業許可の取得およびPL保険（損害賠償責任保​

​険）への加入を必須とします。また、HACCPに沿った衛生管理を徹底し、食中毒等​
​の事故防止に万全を期してください。​

​●​ ​万一、食中毒等の事故が発生した場合は、当該出店者が自らの責任と費用負担にお​
​いて、被害者対応および事後処理にあたるものとします。​

​(5)​ ​商品等の管理​
​●​ ​商品、金銭、その他の貴重品等の管理は、出店者の責任で行ってください。​
​●​ ​万一、盗難等があっても主催者は一切の責任を負いかねますので予めご了承くださ​

​い。​
​(6)​ ​発電機の取扱い​

​●​ ​発電機を使用する場合は、取扱いに十分気をつけて、予めガソリンを満タンにして​
​持参してください。​

​●​ ​携行缶の持参やガソリンを補充する際には、次の点に注意して事故が起きないよう​
​に注意してください。​

​○​ ​ガソリンの噴出に注意すること​
​○​ ​直射日光の当たる場所や高温の場所で保管しないこと​
​○​ ​周囲の安全を確認すること​
​○​ ​フタを開ける前に発電機等のエンジンを停止すること​
​○​ ​フタを開ける前にエア抜きすること​

​(7)​ ​火器の取扱い​
​●​ ​火器類の使用は可能ですが、火器の取扱いには十分注意して使用してください。​
​●​ ​使用に際しては、アスファルトの上で直接使用することは避け、鉄板、耐火ボード​

​などを敷き、アスファルトを傷めないようにしてください。​
​●​ ​万が一、アスファルトを傷めた場合は、修理費用の実費を請求いたします。​
​●​ ​さいたま市火災予防条例により4型以上の消火器の設置が義務付けられていますの​

​で、必ず4型以上の消火器の設置をお願いします。​
​　※用意のない場合は、出店を中止していただくこともあります。​

​(8)​ ​ゴミ処理​
​●​ ​出店者に伴うゴミは、各自持ち帰ってください。会場内に設置しているゴミ箱は来​

​訪者用のゴミ箱です。​
​●​ ​歩行者専用道路内に設置した仮設トイレや側溝などにジュースや汁物、廃油等の流​

​動物は、絶対に流さないでください。​
​(9)​ ​その他注意事項​

​●​ ​鉄道施設が隣接していることから、ヘリウムガスを使用した風船（アルミ風船は厳​
​禁）の配布、販売は、絶対に行わないでください。​

​●​ ​自然災害等その他主催者の責めに帰しえない原因により、開催を中止することもあ​
​ります。その場合主催者は、出店者が出店に伴い支出した費用については、責任を​
​負いません。​

​●​ ​イベント当日の消防署による確認は、「火災予防自主チェックシート」を基に各出​
​店者が対応してください。​
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